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平成２３年１２月　８日

各関係施設・事業所の長　様
香川県健康福祉部長寿社会対策課長

香川県健康福祉部障害福祉課長
（　公　印　省　略　）

平成２３年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修
（特定の者対象）についての説明会の開催について（ご案内）
日ごろ本県の福祉行政の運営について、格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

この度、平成２４年４月１日から施行される介護職員等によるたんの吸引等の制度化に向けて、居宅及び障害者施設等において、必要なケアをより安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成することを目的とした研修を実施することになりました。

つきましては、関係施設・事業所の施設長及び管理者の方々に対して、下記のとおり研修の日程及び内容に関する説明会を開催いたしますので、御多忙中とは存じますが、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

記

１　日　時　　平成２３年１２月２０日（火）　午前１０時００分から１２時００分
２　場　所　　香川県庁　東館　２階　県庁ホール

３　内　容
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修（特定の者対象）実施について
４　この研修の対象となる者（受講対象者）
介護福祉士、障害者（児）サービス事業所及び障害者（児）施設等（医療機関を除く）で福祉サービスに従事している介護職員、特別支援学校の教員、保育士等、特定の者に対してたんの吸引行為等を行う必要のある者
５　その他

資料（「平成２４年４月から、介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引・経管栄養）についての制度がはじまります。」）を印刷して、説明会当日にお持ち下さい。
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/tannokyuuin/pdf/sanko_03.pdf）
当日、会場で出席票にご記入いただくので、説明会の事前申込は必要ありません。
